
産業廃棄物処理業におけるその他の材料を起因物とする死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

1
16～

17

社内工場内で社員が重機（バックホウ）を運転していた際、重機でゴミを挟んだ拍

子にゴミの破片が勢いよく飛んでしまい、同じ工場内で作業をしていた被災者（下

を向いて作業をしていたため飛んできたゴミ（10cm×10cm程の大きさの塩ビパイ

プ）を避ける事ができなかった）に当たってしまい負傷した。

46

10

～

29

3 9~10

工場内にて産業廃棄物の選別作業中に、雨天のため履いていた長ぐつで廃棄物を踏

んだところ、廃棄物の中に隠れていたガラスの破片が、ゴム長ぐつの底を貫通して

足の裏に刺さった。

43

10

～

29

5
14～

15

現場内でシバを拾っている時に、上からガラスが落ちてきて左手薬指を切断してし

まった。
30

1～

9

5 7～8
事業所にて作業開始前に、作業服に着替中に落し物をし、ベランダに出たところ、

左足でガラス片を踏み負傷した。
20

100

～

299

7 9~10

重機で選別作業を行っていた作業員が旋回時に重機のツメ部分をコンクリートブ

ロック6段（高さ3m）に接触させてしまい、上から2個のブロック（1つ：高さ

50cm、1m四方）が落下した。 近くで選別作業を行っていた被災者にそのブロッ

クが当たり、怪我を負った。

40

100

～

299

7 11~12

依頼主の引っ越しゴミ処分のため、屋内にて食器棚等を移動させていた際、食器棚

のガラス戸（30cm×30cm・約5kgのガラス板）を2枚合わせて持ったところ、そ

の1枚が足に落ちて刺さった。

43

10

～

29

分別台の上で洗面台の鏡を外し、下にある産廃BOXに割って入れようとしたとこ
10



7 11~12
ろ、割れた鏡の破片が左目にあたり、眼球を傷付けた。

51 ～

29

7 14~15

コンテナ交換作業時、コンテナを被っていた網の上にブロックがのせてあった。

ブロックに気付かず、コンテナの足元に絡まっていたのを外そうと網を引っ張った

際、ブロックが落下し、左人差し指に直撃し骨折した。

26

30

～

49

7
16～

17

客先にて、廃棄物をコンテナ内に手積みで積込んでいた際に、板ガラスがあったの

で割れたりすると危険だと思い、安全策としてプラスチック容器に入れて、コンテ

ナ左後方に置いて作業をしていたところ、左に振り向いた際に板ガラスに接触し切

創した。

43

50

～

99

9
16～

17

1系焼却炉内において、焼却炉停止時の炉内清掃作業にて、ばいじんの堆積物除去

作業をしているとき、煙道壁に堆積したばいじんの塊が落下し、作業員の背中に直

撃した。 肋骨、骨盤等の骨折、骨折により肺を損傷および倒れ込んだ際に火傷を

負った。

34

30

～

49

9
16～

17

公民館の所で、可燃粗大の収集をしている際、気付かずにガラス片を右手の甲にさ

してしまった。 その際、手袋は装着していたが、手袋ごとささってしまった。 止

血の為、作業を終了し、帰社して、消毒を行い帰宅した。

37

10

～

29

9
13～

14

当社構内の屋内処分場にて、二重ガラスサッシを地図に置き、しゃがみ込んだ姿勢

で、右手にゴム手袋をした上でハンマーを持ち、ガラスの破砕作業を行っていた、

サッシの右端のガラスを破砕する際、力を込めハンマーを振り降ろしたところ、ガ

ラスを割った勢いが止まらず、サッシに残っていたガラス破片に右手中指が当たり

裂傷を負ったものである。

56

10

～

29

11
12～

13

町道で、当社の作業員が車両横転し積んでいたコンクリート殻が道路に散乱した。

その片付け作業中にコンクリート殻に右薬指を挟み負傷した。
34

10

～

29

11
11～

12

プラットホームで不燃ごみの展開検査（ごみの中の処理不適物を抜き出す）作業

中、ごみの中の鋭利な物が安全靴の上から刺さり、左足親指の付け根を切創した。
34

30

～

49



11
16～

17

倉庫にて、1.5?の鉄バッカン（幅1.8ｍ、奥行0.9ｍ、高さ0.9ｍ）内の廃棄物を選別

中、中から取り出そうとした人工大理石の洗面台（長さ1.0ｍ、幅0.5ｍ、重さ20㎏

程）の縁を持って持ち上げ、左手をバッカンの縁に掛け踏ん張り、右手1本である

程度まで引き出したものの手が滑り落下、洗面台とバッカンの縁に挟まれる形で左

手薬指第一関節を骨折、裂創する。

58

10

～

29

12 16~17

会社倉庫内で、トラックのスタッドレスタイヤを整理するため移動させていた。

荷台からタイヤを降ろしてもらう際、確認が不十分なまま受け取ろうとしたため、

タイヤがバウンドしたことに気づくのが遅れて、タイヤが足にあたってしまった。

67

10

～

29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_11.html
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